
福岡県立精神医療センター太宰府病院 令和６年度運営評価報告書（概要） 

 

福岡県立精神医療センター太宰府病院（以下、「太宰府病院」という。）の管

理については、平成１７年４月に指定管理者制度を導入し、一般財団法人医療・

介護・教育研究財団を指定管理者としている。 

福岡県立精神医療センター太宰府病院運営評価委員会（以下、「評価委員会」

という。）では、太宰府病院における管理の適正化、良質な精神医療の提供及び

経営健全化に資することを目的として、その運営について評価を行った。 

 

 

１ 評価の対象期間 

今回の評価は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの１年間を

対象とした。 

 

２ 評価の方法 

評価項目は「病院の管理運営」、「医療機能」、「経営の健全化」の３つとし、

それぞれの視点から評価した。 

具体的には、指定管理者から令和６年度の事業実績についての報告を受け、

以下の評価項目・評価対象ごとに各種指標を参考にして、各委員からの意見を

取りまとめ、本運営評価報告書を作成した。 

 

評価項目 評価対象 

 

Ⅰ 病院の管理運営に関する事項 

 

１ 病院組織の管理運営に関すること 

２ 患者の権利と安全確保、患者サービスに関

すること 

３ 医療の質に関すること 

 

Ⅱ 医療機能に関する事項 

 

４ 急性期を中心とした良質な精神医療の提供

に関すること 

５ 身体合併症患者の受入れに関すること 

６ 社会復帰の促進に関すること 

７ その他公的医療の実施に関すること 

８ 研究・研修・教育活動の充実に関すること 

Ⅲ 経営の健全化に関する事項 ９ 長期収支計画の達成に関すること 

 

 

 

 



３ 事業実績に対する評価 

 


